
報道資料１ 

 

 

平成 28 年 12 月 22 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

市民ワークショップ「新たなまちづくりをここから始めよう」を開催 

 

小千谷総合病院跡地の活用について、図書館を核とする新たな施設整備に着手するま

でには数年の期間を要する可能性があります。そこで、その期間を利用し、閉院後の小

千谷総合病院施設の一時的な活用も検討しており、その一環として、小千谷青年会議所

と市の共催によりワークショップを開催します。 

 

 

■日 時／1 月 9 日（月・祝） 

午後 1時 30 分～午後 4時 30 分（受付開始：午後１時から） 

■会 場／サンプラザ３階大ホール 

■テーマ／小千谷総合病院跡地施設のおためし活用を考える 

■主 催／小千谷青年会議所・小千谷市 

■申込・問い合わせ／建設課都市整備室（℡0258-83-3514） 

■その他／保育ルームを設置します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市建設課都市整備室 担当／田中・上村・真島 

TEL：0258-83-3514  FAX:0258-83-2789 E-mail：kensetu-tk@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 12 月 22 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

消防出初式を開催 

 

平成 29 年 1 月 8 日（日）に新春恒例の消防出初式を行います。一年間の無火災を祈

るとともに、防火パレードや一斉放水を通して、市民の皆さんから防火意識を強く持っ

ていただくことを目的としています。一斉放水の終盤には、見学者の皆様にも参加して

いただく無火災祈願の「一斉風船飛ばし」を予定しています。 

 

■概 要 

◆期 日／1 月 8 日（日） 
◆時 間・内 容／午前 10 時～ 

◇市内全域でサイレン吹鳴 

◇消防団員、消防車両の分列行進（本町通り） 

午前 10 時 30 分～ 

◇消防団と消防署はしご車による一斉放水（サンプラザ駐車場） 

         午前 11 時～ 

     ◇式典（サンプラザ 3階大ホール） 

    ・無火災消防表彰～9町内 

     ・消防団協力事業所認定証交付～2 社（累計 11 社） 

「エヌ・エス・エス株式会社」「ケーエスエス株式会社」 

 

＊消防団協力事業所認定とは＊ 

 市町村の事業所が消防団活動への理解や協力をすることにより、社会貢献として

広く認められるもの。 

  勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進を行う一方、認定に伴い取

得した表示証を社屋に掲示できたり、自社ホームページで公表することができる。 

 

 

 

 

 

 
本件に関するお問い合わせ先／小千谷市消防本部総務課担当／渡邉・村山  

TEL:0258-83-0236 FAX:0258-82-0209  E-mail：syobou-soumu@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 12 月 22 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

第 63 回文化財防火デーに伴う 

消防訓練を実施 

毎年 1月 26 日は文化財防火デーです。これに伴い、小千谷市では毎年文化財消防訓

練を実施しています。今年度は、岩村・河井会見の処（市指定史跡）であり、岩村高

俊自伝草稿（市指定文化財）を所蔵する慈眼寺（平成 2 丁目）にて実施します。当日

は訓練のため、会場周辺で消防車のサイレンが鳴りますので、ご注意ください。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課生涯学習係     

担当 麻績（おみ）・長谷川 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 

日時／平成 29 年 1 月 26 日（木）午前 10 時 30 分～11 時 15 分 

会場／慈眼寺（平成２丁目） 

主催／小千谷市教育委員会・小千谷市消防本部 

 

■実施内容 

【訓練の想定】 

本堂に設置していた灯明が倒れ出火、初期消火に失敗。市指定文化財の史跡「岩

村・河井会見の間」及び有形文化財「岩村高俊自伝草稿」などに延焼の恐れがあ

り、消火活動を行う。 

【訓練の内容】 

初期消火訓練、通報訓練、非常ベル確認訓練、消防署・消防団・町内自主防災

会による放水訓練、消火器操作訓練。 

【参加者】 

消防本部 、消防団 、地域住民（自主防災会）は放水訓練を中心に実施。地域

住民の消火器操作訓練を実施。教育委員会は進行、記録作成。 

【その他】 

当市は豪雪地であり、いつ起きるかわからない災害に備え、あえて大雪の中で

の訓練を行っている。 

【文化財防火デーの趣旨】昭和 24 年 1 月 26 日、法隆寺金堂の火災をきっかけに文

化財保護法が制定され、同時に文化財防火デー関連行事が全国で行われている。

当市では、この日程に合わせて魚沼神社、慈眼寺で交互に消防訓練を行っている。 
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